
《受付・お問合せ先》
共立介護福祉センターももその

TEL 055-280-1055
（〒400-0301 南アルプス市桃園379）

「マルシェの物品・食料品寄付の件」とお伝えください。

◇協力寄附金◇
当会は、租税特別措置法施工
令第26条の28の2第1項第3
号の要件を満たす税額控除対
象法人です。寄付時に発行さ
れる領収書とともに確定申告
いただくこ とで、寄付金額の
約4割相当額が所得税から控
除されます。詳細につきまし
てはお問合せください。

【ご寄付いただけないもの・・衣類、敷布団、掛布団、開封済みのもの】

◇食料品◇
＊缶詰全般
＊調味料全般
＊お菓子
＊野菜
＊果物
＊ジュース類
＊レトルト食品
（賞味期限がまだ2ヶ月以上のもの）

＊お歳暮品
＊ペットフード全般

＊カップ・袋ラーメン

＊タオル、ハンカチ、毛布、シーツ
＊ティッシュ、トイレットペーパー
＊洗剤、スポンジ、ゴミ袋
＊石鹸、ボディソープ
＊シャンプー、コンディショナー
＊おもちゃ、文房具、ベビー用品
＊絆創膏、包帯
＊生理用品、介護用品
＊調理器具

ももそのまちなかマルシェ
ご寄付協力のお願い

ホームページは
こちら↓

◇日用品◇
【ご寄付いただきたいもの】

ご寄付いただける物品は、職員が取りに伺いますので、下記ご連絡先に
2026年7月22日(水)までにご連絡をください。

《日時》2026年7月26日（日）
9:30∼12:00


